
戦略的基盤技術高度化支援事業（経済危機対応・地域活性化予備費事業） 

に関するＦＡＱについて 

 

平成２ ２年 １０ 月  

中 部 経 済 産 業 局 

製 造 産 業 課 

 

 戦略的基盤技術高度化支援事業（一般枠・研究加速枠）につきましては、東

海３県（愛知県・三重県・岐阜県）と北陸２県（富山県・石川県）の各地で説

明会を行っているところです。これらの説明会で多く寄せられた御質問につき

まして、その回答を以下のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。 

 

（必要に応じて、その都度、ＦＡＱを更新する可能性があります。） 

 

 売上高要件について 

 

問１．創設したばかりの企業であるため、直近四半期の売上高の比較対象があ

りません。また、３か月前の売上実績もありません。このような場合には、

応募できないのでしょうか。 

（答え） 

１．２か月前からの売上実績がある場合、前月の売上高が２か月前に比較して

減少しているならば、応募は可能といたします。 

２．この場合、売上高要件について記載する様式を適宜修正の上、その旨が読

み手に伝わるよう補足してください。 

３．なお、売上高の比較対象が存在しない場合、本事業の対象外となります。 

 

問２．倒産した企業の業務を引き継いだので、単純に現在の売上高が増額して

います。このような場合は本事業の対象外となるのでしょうか。 

（答え） 

１．倒産した企業から引き継いだ業務に係る過去の売上高と、その業務を引き

継いだ企業の売上高を合計した額を、直近の売上高と比較して、要件に適合

しているか否かを確認してください。 

２．なお、要件に適合している場合は、本事業の対象となりますが、上述のと

おり算出して比較した旨を提案書上で補足してください。 

 

 



問３．過去の売上高と最近の売上高では、算出の考え方が変わっているのです

が、どのように比較したらよいでしょうか。 

（答え） 

１．どちらかの考え方に統一して算出の上、比較してください。 

 

 

 研究開発期間について 

 

問１．公募要領では、研究開発期間を「契約締結日～平成２３年３月３１日と

する。」と記載されています。一方で、【様式２－２】研究開発スケジュー

ルと【様式２－３】資金内訳表は、複数年度にわたる研究開発を想定した

内容となっています。どちらに合わせて作成したらよいのでしょうか。 

（答え） 

１．中部経済産業局では、平成２３年９月３０日まで研究期間が延長できるよ

う、財務局と繰越協議を行いたいと考えています。 

２．このため、まずは、【様式２－１】の「（うちこの委託事業における対象研

究期間を○○年○○月○○日～○○年○○月○○日）」を「平成２３年９月３

０日」までと記載してください。 

３．その上で、【様式２－２】については、第二年度の２／４（第２四半期）ま

でのスケジュールを記載し、【様式２－３】については、平成２２年度分と平

成２３年度分の２枚を作成してください。 

４．このため、平成２２年度分と平成２３年度分の資金内訳表の総合計額が、

上限（一般枠：１億円、研究加速枠：５千万円）の範囲内である必要があり

ます。 

５．なお、上記の繰越しについては、確実に承認を受けられることを保証され

ているものではないことを御承知おきください。 

 

更問．【様式１】９．１／２要件の算出（事業管理機関が特例民法法人の場合

にのみ作成）については、平成２２年度分と平成２３年度分の２つの表を

作成した方がよいのでしょうか。 

（答え） 

１．平成２２年度分と平成２３年度分を合計した１つの表としてください。こ

の場合、「○○年度」を「平成２２年度及び平成２３年度」と記載してくださ

い。 


